
仕  様  書 

（令和８～９年度高屋西地域センター・認定こども園たかや自家用電気工作物

保安管理業務） 

第１（契約対象電気工作物の概要） 

契約対象電気工作物の概要は次のとおりとする。 

（１）事業場の名称     高屋西地域センター・認定こども園たかや 

（２）事業場の所在地    東広島市高屋町杵原１２７６番地 

（３）需要設備 

ア 設備容量       ６００キロボルトアンペア 

 イ 受電電力       ３４５キロワット 

 ウ 受電電圧       ６，６００ボルト 

（４）非常用予備発電装置 

 ア 発電機定格容量    ２５キロボルトアンペア 

 イ 発電機定格電圧    ２２０ボルト 

 ウ 原動機の種類     ディーゼル機関（普通形） 

（５）発電所 

 ア 発電機定格容量    １０キロボルトアンペア 

 イ 発電機定格電圧    ２２０ボルト 

 ウ 原動機の種類     太陽光電池 

（６）配電線路 

ア 電圧         該当なし 

イ 亘長         該当なし 

（７）その他 

なし 

第１の２（保安規程の修正） 

１ 受注者は、第１の契約対象電気工作物における発注者の定める保安規程を確認し、必要

に応じ、発注者に保安規程の修正に係る提案等を行うものとする。 

２ 発注者は、受注者から１の提案等があった場合は、必要に応じ、第１の契約対象電気工

作物の保安規程を修正するものとする。 

 

第２（委託業務の内容） 

１ 前項第１に掲げる契約対象電気工作物について、受注者は発注者の定める保安規程に基

づき、保安管理業務を自ら実施するものとする。受注者が実施する保安管理業務の内容は、



次の各号によるものとする。 

（１）第３及び第３の２に定める点検を行い、その結果経済産業省令で定める技術基準の規

定に適合しない事項又は適合しないおそれがあると判断したときは、修理、改造等を発

注者に指示又は助言する。 

（２）電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、

第３の３に定める処置を行う。 

（３）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第１０７条第４項に規定する立入検査の立 

ち会いを行う。 

（４）保安管理に必要な行政機関への提出書類及び図面について、その作成及び手続の助言

を行う。 

（５）設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとる

べき措置について発注者に報告する。 

２ 前項の保安管理業務において、次の電気工作物については、発注者が専門業者等に点検

を実施させることができるものとする。ただし、専門業者等による点検は、受注者の監督

の下で行われるものとし、受注者はその記録を確認するものとする。 

（１）設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが

困難な自家用電気工作物 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第３項の規定に基づき、一級建

築士等の検査を要する建築設備 

イ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の３の規定に基づき、消防設備

士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等 

ウ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４５条第２項の規定に基づき、検査

業者等の検査を要することとなる機械等 

エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（

医療用機器、オートメーション化された工作機械群等） 

オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等） 

（２）設置場所の特殊性のため、受注者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物 

ア 立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業

を伴う場所、放射線管理区域等） 

イ 情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室

等） 

ウ 衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルー

ム等） 



エ 機密管理のため立入が制限される場所（独居房等） 

オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等） 

（３）事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 

（４）発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

３ 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第２、１によるほか、発注者が

確認を行うものとする。 

 

第３（点検の頻度） 

受注者が実施する点検の頻度は次のとおりとする。 

（１）月次点検（設備が運転中の状態において実施する点検） 

      １か月に１回以上 （特記仕様書１による） 

（２）年次点検 （設備が停電の状態で実施する点検） 

   年１回 

（３）臨時点検 （電気事故その他異常が発生したとき又は異常の発生のおそれがあると判

断したときに実施する点検） 

必要の都度 

（４）工事期間中 

  毎週１回以上 

 

 

 

第３の２（点検の内容） 

１ 受注者が実施する月次点検の内容は次のとおりとする。 

（１）外観点検 

ア 点検項目 

（ア）電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 

（イ）電線と他物との離隔距離の適否 

（ウ）機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無 

（エ）接地線等の保安装置の取付け状態 

イ 対象設備等 

（ア）引込設備（区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等） 

（イ）受電設備（断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデ

ンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等） 

経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」（２０１３０１０７商局第２号）に定める点

検内容に加え、受注者が当該施設の電気設備の保安上必要と認める点検（より精密な点検等）を自

ら実施することは妨げない。 



（ウ）受・配電盤 

（エ）接地工事（接地線、保護管等） 

（オ）構造物（受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等）・配電設備 

（カ）発電設備（原動機、発電機、始動装置等） 

（キ）蓄電池設備 

（ク）負荷設備（配線、配線器具、低圧機器等） 

（２）測定等 

ア 電圧値の適否及び過負荷等 

電圧、負荷電流測定 

イ 低圧回路の絶縁状態 

Ｂ種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定 

（３）（１）及び（２）に定める内容のほか、受注者は発注者及びその従事者に、日常巡

視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には必要な点

検を行うものとする。 

２ 受注者が実施する年次点検は、１で定める月次点検の内容に加え、次の項目の確認及

びその他必要な確認を行うための測定・試験を行うものとする。 

（１）低圧電路の絶縁抵抗が、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産

業省令第５２号）第５８条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び

他の電路と絶縁されていること。 

（２）接地抵抗値が、電気設備の技術基準の解釈（２０１３０２１５商局第４号）第１７

条に規定された値以下であること。 

（３）保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常で

あること。 

（４）非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並び

に非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること。 

（５）蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。 

（６）変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整

器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、経済産業

省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及

び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃

度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。 

３ 受注者が実施する臨時点検の内容は、保安規程によるものとする。 

４ 受注者が実施する工事期間中の点検は、工事期間中において、１（１）に定める外観



点検を週１回行い、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されて

いること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況の確認を行うものとする。 

５ 受注者が実施する精密点検の内容は、保安規程によるものとする。 

 

第３の３（警報発生時及び事故・故障発生時の処置） 

１ 事故・故障発生時には次の処置を行うこととする。 

（１）受注者が事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を設置者又はその従業者から受

けた場合は、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。 

（２）受注者は、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。 

（３）事故・故障の原因が判明した場合、受注者は同様の事故・故障を再発させないため

の対策について、発注者に指示又は助言を行う。 

（４）電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号）に基づく事故報告を行う必

要がある場合は、受注者が発注者に対し、事故報告を行うよう指示を行う。 

２ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発

生時（警報動作電流（設定の上限値は５０ミリアンペアとする。）以上の漏えい電流が

発生している旨の警報（以下「漏えい警報」という。）を連続して５分以上受信した場

合又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。）に、次のア

及びイに掲げる処置を行うこと。 

 ア 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。 

 イ 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を３年間保持する。 

 

第４（連絡責任者等） 

１ 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定め

るとともに、この契約の履行に関して受注者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、

連絡方法等を受注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を

定め、直ちにその氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする｡ 

３ 発注者は、前各項に変更が生じた場合は、直ちに受注者に通知するものとする｡ 

４ 発注者は、連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち会わせるも

のとする。 

５ 発注者は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者とし

て第１種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものを充てるものとする。 

 



第５（発注者及び受注者の協力及び義務） 

１ 発注者は、受注者が保安管理業務の実施に当たり、受注者が報告、助言した事項又は受

注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するも

のとする。 

２ 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。 

 

第６（受注者の確認） 

１ 発注者は、受注者と委託契約を締結する際に面接等を行い本人確認を行うものとする。 

２ 発注者は、受注者が点検等を行う際に受注者が提示する身分証明書により本人であるこ

とを確認するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。 

 

第７（記録の保存） 

発注者は、受注者が行う点検等の終了時に受注者から報告を受けるとともにその内容を確

認し、実施者及び点検結果等に係る記録を３年間（主要機器等の補修を記録した設備台帳は

永久）保存するものとする。 

 

第８（通知義務） 

発注者は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに

受注者に連絡するものとする。 

 

第９（委託業務の内容の変更等） 

次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者及び受注者が協議して、委託業務の内容を

変更し、又は契約を解除することができるものとする。 

（１）設備容量が変更された場合 

（２）受電電圧が変更された場合 

（３）発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合 

（４）発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合 

（５）配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧が変更された場合 

（６）発注者が保安規程を変更する場合 

 

第１０（契約の解除等） 

第１の契約対象電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除する。 

（１）廃止された場合 



（２）外部委託先承認申請の承認を取り消された場合 

（３）一般用電気工作物となった場合 

（４）受電電圧が7,000ボルトを超えた場合 

（５）発電所の出力が1,000キロワットを超えた場合 

（６）構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトを超えた場合 

 

第１１（適用特例） 

 受注者は、電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）第５２条の２第２号の

要件に該当する法人の場合は、次の特例を適用するものとする。 

（１）保安管理業務は、受注者が当該事業場の担当者として発注者に通知する受注者の保安

業務従事者（以下「保安業務担当者」という。）が行うものとする。ただし、受注者は

必要に応じ、受注者の他の保安業務従事者に保安管理業務の一部を実施させることがで

きるものとする。また、保安業務担当者又は保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同

行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。 

（２）受注者は契約締結時に、保安業務担当者の氏名を発注者に通知することとする。また、

発注者は受注者の保安業務担当者と面接を行い本人確認を行うこととする。受注者が保

安業務担当者を変更する場合も同様とする。 

（３）発注者は、受注者の保安業務担当者が点検等を行う際に、保安業務担当者が提示する

身分証明書により本人であることを確認することとする。受注者の他の保安業務従事者

によって点検等が行われる場合も同様とする。 

（４）第６は適用除外条項とする。 

 

第１２（委託業務実施報告書） 

 受注者は、委託業務実施報告書を点検月の翌月１０日までに（ただし、３月分について

は３月３１日に）提出するものとする。ただし、通常の点検中に異常を発見したとき及び

臨時点検を行ったときは、直ちにその点検結果を報告するものとする。 

 

第１３（申請・届出等） 

１ 契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手

続書類を作成し、中国四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書及び保

安規程届出書を提出するものとする。（電気事業法第４２条第２項、電気事業法施行規則

第５２条第２項） 

２ 前項の申請が電気主任技術者の外部委託の承認に関する審査基準「主任技術者制度の



解釈及び運用（内規）」に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は

取り消しになった場合において、発注者はこの契約を一方的に解除できるものとする。 

 

第１４（点検基準等） 

受注者が実施する点検等の保安管理業務は、保安規程等により、計画的に実施すること

とする。 

 

第１５（履行期間） 

（１）契約期間（保安規程の修正に係る提案等及び申請・届出等の履行前準備を含む期間） 

契約締結日の翌日から令和１０年３月３１日までとする。 

（２）履行期間（保安管理業務外部委託履行期間） 

令和８年３月１９日から令和１０年３月３１日までとする。 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

第１６（支払区分） 

支払区分は履行開始後１か月単位とする。 

 

問い合わせ先（発注担当課） 

（１）高屋西地域センターに関すること 

東広島市地域振興部地域づくり推進課地域活動支援係 

電 話（０８２）４２０－０９２４（直通） 

ＦＡＸ（０８２）４２３－０２７０ 

（２）認定こども園たかやに関すること 

東広島市こども未来部保育課保育環境整備係 

電 話（０８２）４２０－０９３４（直通） 

ＦＡＸ（０８２）４２２－６６６９ 



 

 

 

特記仕様書（その１） 

 

 

当事業場は、次の設備条件を満たしているため、受注者は、受注者の負担による「低圧電

路の絶縁状態の適格な監視が可能な装置」（絶縁監視装置）により、別紙「仕様書」第３（１）

の月次点検の頻度を２か月に１回以上とすることを選択することができる。（平成１５年経

済産業省告示第２４９号第４条第８号） 

この場合において、受注者（落札者）は、契約締結前にその旨を発注者に通知し、発注者

は別紙「仕様書」第３（１）の月次点検の頻度を２か月に１回以上と記載して契約を締結す

るものとする。 

契約締結後、受注者は、次の書類を作成し、発注者の確認を得た上で、別紙「仕様書」第

１３の手続等に入ること。 

ア 設備条件確認書 

イ 絶縁監視装置の設置に係る設備調査表 

ウ 絶縁監視装置及び警報発生時の応動に関する説明書 

なお、絶縁監視装置は、保安管理業務終了後（契約解除時を含む。）、速やかに受注者の

負担において撤去すること。 

 

設備条件 
設備容量 

100kVA超過 

構外にわたる高圧電線路がないもの 適 

柱上に設置した高圧変圧器がないもの 適 

高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く。）に可燃

性絶縁油を使用していないもの 
適 

保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧

交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの 
適 

責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保

護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器開閉状態表示

変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの 

適 

 


